
令和５年度　大阪府新子育て支援交付金（成果配分枠）　事業一覧

市町村名 事業の名称 事業の内容 事業の効果 事業実施後の課題及び今後の対応
事業費総額（円）

（一般財源等含む）

大阪市 こども医療費助成事業

　本市の区域内に住所を有する18歳に達した
日以後における最初の3月31日を経過するま
でのこどもに対し、医療機関等で診療を受け
た場合に保険診療が適用された医療費の自
己負担の一部を助成する。
　（本交付金は16歳～18歳に対する助成に充
当する）

　医療費の自己負担の一部を助成することに
より、受診を容易にし、健康の保持増進を図
り、もって福祉の増進に寄与するとともに、子
育て世帯の経済的負担を軽減することができ
た。

　今後も引き続き、安心してこどもを生み育て
られるように支援する仕組みの充実のため、
事業を継続して行っていく。

10,836,607,691

堺市
堺市子ども食堂開設支援補助
金

地域の身近な場所でこどもたちが安心して利
用できる居場所としてのこども食堂の開設準
備に要する経費（備品購入費等）を補助する。
1か所あたり20万円上限。
※補助条件あり

令和5年度補助件数　8か所

地域の様々な団体が運営するこども食堂の継
続的な運営を支援することで、こども食堂の取
組の輪を広げ、孤食や生活困窮など様々な家
庭環境のこどもたちが地域とつながり、健や
かに育つ環境整備を促進していく。

1,575,025

堺市 発達障害児相談支援業務

国立大学法人大阪大学等連合小児発達学研
究科に委託し、さかいっこひろば内で子どもの
発達相談や養育相談を実施する。

【実施日】
月～金 10:00～16:00 心理士
木 13:00～16:00 金 10:00～13:00 医師

産官学が連携して、発達障害児に対する支援
を行うことで、低年齢児からの発達障害の早
期発見、早期支援につなげた。

【専門相談件数】
延べ　355件（心理相談 問診　131件、
検査 行動観察　135件、医師診察　89件）

継続して実施予定 14,000,000

堺市 若者支援推進事業

市内2箇所の青少年施設（青少年センター・青
少年の家）で、若者の「交流の場」創出プログ
ラムを実施。
【対象者】
10代～20代の若者

本事業の認知度が利用者伝いに広がったこと
により、利用者数が大きく増加し若者の交流を
促進した。
青少年センター：3,179人
青少年の家：1,830人      　計5,009人

今後は本事業のPRを更に強化し、若者の交
流促進及び利用者数の増加を図る。

1,562,023
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堺市 障害児支援体制推進事業

障害児、支援が必要と認められる児童及びそ
の家族の地域における生活を支えるため、身
近な地域で相談等が受けられる支援体制を
整備し、もって当該障害児及びその家族の福
祉の向上を図ることを目的とし、保護者交流
の場、学習会、親子の居場所、あそび場、「あ
いふぁいる」活用セミナー等を実施し、保護者
等への指導や相談を受ける。

　障害児や発達に不安のある子ども・家族、保
育所等の療育・相談支援の実施により、必要
な福祉サービスに繋げることができた。

本市作成の個別支援ファイルである「あい・
ふぁいる」の活用方法等、今後も周知を図り、
ライフステージを通し、一貫した支援を受けれ
るようにしていく。

2,250,000

堺市
障害児通所支援事業者育成
事業

・障害児等療育支援事業を委託している相談
支援・療育指導の実績のある法人等に委託
し、市内障害児通所支援事業所を定期的に巡
回し、支援内容について相談を受けたり、個
別支援計画の作成方法や支援内容への反映
など処遇面について助言を行う。
・事業所対象の研修を実施する。

指定障害児通所支援事業者等（児童発達支
援事業所・放課後等デイサービス事業所）を
対象として、障害児の発達支援・訓練等に関
する助言、指導及び研修等を実施することに
より、指定障害児通所支援事業所職員の支援
技術の向上に寄与した。

新規の事業所をメインにこの事業を実施する
ことにより、市内全体の指定障害児通所支援
事業者等の育成につなげ、支援技術の向上
を行う。

18,756,000

堺市
あい・さかい・サポーター養成
研修

認定こども園・幼稚園・学校・障害児通所支援
事業所・障害児相談支援事業所等において、
子どもの発達支援に携わる方を対象に専門
研修を実施。発達障害等特別な支援を必要と
する子どもとその家族に適切な支援を行える
よう地域において中核となるサポートリーダー
として養成する。

専門研修を実施することで、発達障害など特
別な支援を必要とする子どもとその家族への
支援力の向上に寄与した。

令和6年度は9期生の新規募集を行いあい・さ
かい・サポーター養成研修（1年目研修・9期生
及び2年目研修・8期生）を行う。また、平成28
～令和5年度サポートリーダー研修修了生（1
～7期生）のフォローアップ研修を行う。

696,001

堺市
認定こども園移行促進補助事
業

保育所から認定こども園への移行を促進する
ため、新たに発生する学校薬剤師の配置や認
定こども園の事務負担の増加に対応するため
人件費を補助。

【補助額】
①事務職員：公定価格措置分に上乗せして、
週１日分を補助。
②学校薬剤師：年額65,000円を上限として補
助。

認定こども園の事務負担を軽減することによ
り、認定こども園への移行が促進された。

今後も継続して事業を実施していく。 41,386,226
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堺市
私立幼稚園預かり保育推進事
業

私立幼稚園が、その園則に定める教育時間
の前後の時間帯及び休業日に、保護者の希
望に基づき在園児を保育する事業に係る経費
の一部を補助する。

【補助対象者】
本市内の私立幼稚園で、大阪府私立幼稚園
預かり保育事業補助金を受けているもの
【補助対象経費】
事業に要する経費のうち、人件費及び需用費
（ただし保護者が負担する収入を控除した額）

保育所入所待機児童対策および保護者への
就労支援につながった。また、私立幼稚園の
子育て支援機能の充実に寄与した。

対象園の数は令和３年度から同数の状態が
続いており、今後も既存の対象園に対して、
事業継続の勧奨を行っていくものとする。

7,500,000

堺市 キャンプ事業運営業務

本業務は豊かな自然環境の中で行うキャンプ
を通じて、小中学生の生きる力をはぐくみ、健
全育成を図ることを目的に実施。
【対象者】
キャンプ参加対象：市内在住の小中学生

キャンプ活動を通じ、自然環境の中で仲間と
協力して活動することにより青少年の心身の
健全育成に寄与した。
キャンプ回数：年5回実施
キャンプ参加者：計126人（応募者：650人）

今後は実施回数や定員を増やすなど、青少年
の野外体験機会の拡充とより充実したキャン
プ事業を展開する。

2,420,000

堺市 多胎児家庭外出支援事業

タクシーを利用した料金の一部を助成し、外出
支援を行うと同時にアンケートや面談の機会
を設け子育て相談を行う。
【対象者】
2歳以下の多胎児を養育する市内在住の家庭

利用者アンケートでは、事業利用により、外出
頻度が増えたと回答された世帯が81％あり、
多胎児世帯特有の移動の困難さに対応でき
ており、安心して妊娠・出産、子育てができる
環境整備に寄与した。

継続して実施予定 828,996

堺市
子ども医療費助成事業（高校
生拡充分）

子どもの健康の保持増進を図るため、病院な
どで受診した時に、健康保険が適用された医
療費の自己負担分の一部及び入院時食事療
養費の標準負担額を公費で助成。（うち高校
生拡充医療費）
対象者　健康保険加入者
　　    堺市内に住民登録のある０歳から１８歳
　　　　（１８歳に達した日以降の最初の３月
　　　　　３１日） までの子ども

医療費の自己負担の一部を助成することによ
り、子どもの健康の保持増進及び子育て世帯
に係る経済的負担の軽減を図り安心して子ど
もを産み育てることが出来る環境を創出する
ことが出来た。

継続して実施予定 596,064,520
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岸和田市 子ども医療助成事業

対象者の疾病及び負傷による通院・入院に対
して健康保険から給付が行われた場合、対象
者の保護者が支払うべき医療費に相当する
額（一部自己負担額を除く）を助成する。

子どもが医療を容易に受けられることにより、
疾病及び負傷の早期治療・早期回復に繋げる
ことができた。また、監護養育する保護者の身
体的・経済的・精神的負担を軽減することがで
きた。

継続して令和６年度も実施する。 79,569,197

豊中市
こども専用チャット相談「とよな
かっ子ライン」事業

本市相談窓口用LINEアカウントを開設し、豊
中市内の18歳になるまでの子どもを対象にし
た悩み相談（いじめ・学校生活や家庭生活な
どに関する相談）及び豊中市（豊中市教育委
員会を含む）が子ども向けに開設している相
談窓口案内・情報等の配信を行うもの。

市立小中学校で配布するタブレットからも相談
できるよう環境設定したことで相談件数はほ
ぼ前年度を維持した。また、支援を要する子ど
も自身が相談やSOSを発信できる手段として
SNSを利用することで、「第三者に相談する」と
いうことのハードルを下げる効果はあると判断
される。ひいてはそれが支援へのスピードを
上げることにつながると考えられる。

子ども専用の相談アカウントがあることの認知
は広まってきていると考えられるが、今後もさ
らに実際に子どもたちがSOSを出すための手
段としてLINE相談の有効性を上げ、早期に適
切な支援へつなげることができるよう、情報発
信の方法を検討し改善していく。

12,530,607

豊中市
乳幼児医療（子ども医療）の拡
充

子どもの医療費の一部を助成することにより，
子どもの保健の向上と健やかな成長に寄与
し，児童の福祉の増進を図る。
平成26年12月より通院の対象年齢を未就学
児から小学校６年生まで拡充し、入院の所得
制限を廃止。
平成29年11月より入・通院の対象年齢を小学
校６年生から中学校３年生まで拡充した。
令和元年11月より入・通院の対象年齢を中学
校３年生から１８歳到達後の最初の３月３１日
までに拡充した。
令和3年4月より精神病床への入院も助成対
象に拡充した。

医療機関を受診する18歳到達後の最初の3月
31日までの子どもの保護者または本人の経
済的・心理的負担を軽減する効果があった。

一人あたりの医療費増に伴い、総事業費が
年々増加しており財源の確保が課題である。
今後も安定した予算の確保ができるよう本交
付金を活用し、引続き事業を実施する。

1,948,485,361
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池田市 特別支援保育体制確保事業

障がい児に対する特別支援保育を実施する
体制を確保するために、公定価格の配置基準
に係る職員等を除き、あらかじめ配置する職
員の人件費として最大２，０００千円を基準額
として補助を行う。

同事業により年度途中の特別支援保育の開
始にも適切に職員の加配ができた。また、加
配職員の急な休職にも対応することができ、
適切な障がい児への保育が提供できた。
職員配置施設数：１０施設

継続して実施予定。 18,842,774

池田市 子ども医療費助成事業

府の乳幼児医療助成事業に該当しない未就
学児や、小学1年～小学3年(9歳年度末)まで
の子どもに対し、市の独自制度により入・通院
について府制度と同様の助成を行う。本交付
金は小学4年～小学6年までの対象者拡充に
伴う扶助費に全額充当する。

子どもが必要とする医療をより受診しやすくす
ることにより、保護者の経済的負担の軽減と
子どもの健全な育成が図られ、児童福祉の増
進がみられた。

ここ数年の子ども医療対象者の拡充により、
予算が毎年数千万単位で増加したため、現在
対象の約16,000人に対し来年度以降も同水準
の医療費助成を継続することが課題となる。
今後も安定した予算の確保ができるよう本交
付金の活用に努めていく。

70,732,216

吹田市 子ども医療費助成事業

　子供の保護者に対し、当該子供の医療費の
一部を助成することにより、子供の保健の向
上に寄与するとともに、その健全な育成と福
祉の増進を図ることを目的とする。

　保護者の経済的負担を軽減し、必要とする
医療が容易に受けられるようにすることによ
り、子どもの保健の向上に寄与し、その健全
な成長と福祉の増進を図ることができた。

　事業費は年々増加しているが、交付金を事
業拡充分に充当し、今後も引き続き事業を実
施する。

1,993,517,924

泉大津市 子ども医療助成事業

　18歳（高校３年生修了）までの通院及び入院
に係る医療費の一部を助成する。
　本交付金については、拡充部分である小３
から高３の通院及び中１から高３の入院助成
（食事療養費含む。）に活用する。

　子どもに係る医療費の一部を助成すること
により、子育て世帯への経済的支援を行い、
子どもを安心して産み育てられるための環境
づくりを推進できた。また、経済的負担の軽減
により早期受診を促し重症化防止にもつなが
る。

　今後も本交付金を活用し、引き続き事業を継
続実施していく予定です。

267,619,222

高槻市 子ども医療費助成事業
子どもにかかる医療費を助成することにより、
子どもの健全な育成を図り、子どもの福祉増
進を目的とする。

子どもにかかる医療費の自己負担額分の一
部を公費で負担することにより、子どもの保護
者に対する経済的負担が軽減され、子どもの
受診機会が増え、疾病の早期発見・早期治療
に役立ち、補助事業の目的である子どもの健
康の保持及び福祉の増進を助長した。

引き続き、本事業の助成を行うことで、子ども
の健全な育成及び福祉の増進を図る。

1,373,077,951
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貝塚市 子ども医療費助成事業

貝塚市内に居住する１８歳到達の年度末まで
の子どもの通院・入院医療費の一部と入院時
食事療養費を助成する。
　なお、本交付金は、通院・入院医療費におけ
る１５歳到達の年度末の子どもから、１８歳到
達の年度末までの子どもへと対象児童を拡大
した部分に充当する。

医療費の一部を助成することによって必要と
する医療を容易に受けることができるようにな
り、子どもの健全な育成に寄与することが出
来た。

令和３年４月診療分より、通院・入院医療費の
助成対象を１８歳到達の年度末まで拡充し
た。引き続き、子どもに係る医療費の一部を助
成することで、子どもの健全な育成に寄与して
いく。

60,558,656

守口市 子ども医療費助成事業

子どもの通院について、所得制限を撤廃す
る。
対象年齢については、「小学校就学前まで」か
ら「中学校卒業（小学校就学後から満１５歳に
達した日以降における最初の３月末日）まで」
に拡充し、さらに令和４年１月より「１８歳（小学
校就学後から満１８歳に達した日以降におけ
る最初の３月末日）まで」に対象年齢を拡充す
る。
また、通院に係る医療費を以下の通り助成す
る。
１.通院については、保険診療に係る自己負担
額から一部自己負担額（１医療機関あたりの
通院について月２日を限度とし、１日につき最
大５００円。）を控除した額を助成する。ただ
し、一部自己負担額の限度額は月２，５００円
とし、２，５００円を超えた額を申請により助成
額として支給する。
２.院外処方箋による薬局での薬代を助成す
る。

子どもの疾病の早期発見早期治療を図り、保
護者の経済的精神的負担を軽減し福祉の増
進を図ることができた。

今後も引き続き、同水準での医療助成を行
い、子どもの健康および保護者の経済的精神
的負担の軽減に資する。

290,023,811

枚方市 子ども医療費助成の拡充

子どもの健やかな育成を図ることを目的に、
医療費の一部を助成しているが、通院費・入
院費いずれも、その対象年齢を高校３年生ま
で拡充している。本交付金は、市単独事業で
ある小学校１年生から高校３年生の医療助成
費に活用。

年齢拡大し、高校生世代までの医療費助成を
実施したことにより、子育て世帯への経済的
負担の軽減に活用した。
令和5年度（市単独拡大分）
対象者数34,049人、年間助成件数431,355件

今後も本交付金を活用しながら、引き続き事
業を継続実施していく。

1,066,261,181
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市町村名 事業の名称 事業の内容 事業の効果 事業実施後の課題及び今後の対応
事業費総額（円）
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茨木市
子ども・若者自立支援センター
事業

茨木市子ども・若者自立支援センター業務を
委託し、ひきこもり・ニート・不登校等の生きづ
らさを抱える子ども・若者とその保護者を支援
する。また、子ども・若者支援地域協議会の指
定支援機関としての役割を担う。

ひきこもり、ニート、不登校等の状態にある市
民とその保護者が、茨木市子ども・若者自立
支援センターを利用することで、スモールス
テップにおける本人の自立度の上昇率
98.15％を達成した。

目標数値とする利用件数に届かなかったた
め、関係機関との連携を強化するとともに、事
業周知を図る。

22,566,275

茨木市
保育所・幼稚園等巡回支援事
業

保育所・幼稚園等へ巡回相談等を実施し、発
達が気になる子どもの発達検査や保護者、施
設職員への助言等の支援を行う。

入所した施設において、子どもの発達に関し
て他機関と連携のもと早期に子どもや保護者
への支援を行い、就学に向けて途切れのない
支援を行った。

【課題】
対象者の増加に伴い、巡回する心理判定員
の抱えるケースが増大し負担が増している。
【今後の対応】
心理判定員を増員する等、必要な体制を整え
る。

27,267,870

茨木市 児童発達支援機能強化事業

継続的な相談体制の確立のため、市立児童
発達支援事業所の機能を強化する。継続的な
保護者支援をし孤立しないよう、早期療育を
推進する。
①心理判定員（公認心理師・臨床心理士）を
継続雇用し、必要に応じて発達検査を実施
し、適切な助言や療育、相談対応を行う。
②利用者保護者及び卒児保護者向けの交流
会と発達障害に関する学習会を開催する。
③心理判定員の巡回指導を実施する（私立幼
稚園等と連携）
④早期に療育につなげるための「親子ひろ
ば」を実施する。

早期発見・早期療育実施、
発達障害についての理解と認識強化できた。
①電話（面談）相談対応件数　９０件
②保護者向け交流会５回　学習会２回
③私立幼稚園への療育巡回指導
　　延べ３２園　４４名
④親子ひろばの実施回数　９３回２５６組

引き続き、心理判定員（公認心理師・臨床心
理士）を配置し、健診後、利用後保護者が孤
立しないよう支援の充実に努める。

4,099,285

茨木市
小規模子育て拠点普及拡充
事業

市内大型商業施設における空きスペースを利
用し、就学前児童とその保護者が気軽に集
い、交流し、情報収集できる小規模なつどい
の広場を設置する。ひろば運営を民間団体へ
委託することで民間のノウハウ活用と創意工
夫を期待する。
商業施設数：市内２施設
実施回数：１施設につき月１～４回程度

誰でも気軽に立ち寄ることができる雰囲気を
大切にすることで、親子に居場所を提供し、子
育てに関する相談にも応じることで、子育て中
の親の負担感の軽減を図ることができた。ま
た、買物ついでに立ち寄れることで敷居を低く
することができ、常設ひろばへ出向きにくい家
庭も利用しやすくなった。

まだまだ子育て支援サービスを受けることに
消極的な親子が存在する。今度、そういった
親子に対し、商業施設への特性を生かして、
参加者が気軽に立ち寄り楽しむことができる
開放的な場を提供していく。

1,984,400
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事業費総額（円）
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茨木市
児童虐待対応外部アドバイ
ザー確保事業

児童虐待の対応について、児童相談所OB・弁
護士・学識経験者・心理師等から指導・助言を
受けて、適切に対応ができるよう、アドバイ
ザーを確保する。

事業を実施することで、児童虐待のケースに
適切に対応できるようになった。

アドバイザーの確保が難しいが、児童虐待
ケースが複雑化するなか、対応力を強化する
必要があるため、引き続き、事業を実施する。

40,000

茨木市 児童虐待対応業務強化事業

通告児童の早期確定、支援ケースの進捗管
理、府や国への報告資料や相談記録等の作
成を家庭児童相談システム及び児童情報地
図検索システムを導入し、効率化を図ることに
よりケースワークに重点をおいた児童虐待防
止対応力の強化を行う。

支障なくシステムの安定的な運用を行うことが
できた。

今後も引き続き、正確かつ迅速な虐待対応等
のためシステムの安定的な運用に努める。

824,560

茨木市 親支援プログラム事業
子育て等に関する様々な悩みを抱える保護者
に対して親支援プログラムを実施し、子育ての
負担感を軽減し、虐待発生防止に努める。

安全な環境のもと、親として・個人として思い
を出し合い、自分に合った子育てを見つけ出
すことで子育てへの不安・負担感の軽減を
図った。今後困りごとが生じた場合もプログラ
ムで経験した問題解決サークルなどを自分な
りに活用したり、継続してグループが維持され
ることで、子育てを語れる場が保たれ子育て
負担感を重症化せず、乗り切ることができるよ
うになるという効果があった。

子育てへの不安・負担感を軽減し虐待発生を
防止するため、引き続き事業を実施する。

262,800

茨木市 こども食堂報償金支給事業

こども食堂を運営する団体等について、要件
を満たす事業に対し、こども食堂開催１回当た
り2,000円を支給する（同一施設で年96回ま
で）。
また、報償金支給対象となる事業を行うこども
食堂において調理に従事する者が食品衛生
責任者養成講習会を受講した場合、10,500円
を支給する（同一施設につき年1回まで）。

こども食堂開催に係る報償金支給がこども食
堂の持続的な運営の一助となり、寄付で賄う
ことができない食材の購入費等に充てること
ができた。

物価高騰における食材費の経済的負担や、
新型コロナウイルス感染拡大防止策の一端で
引き続き弁当配布形式で実施しているこども
食堂における弁当箱の容器購入に関する経
済的負担がある。今後も市が食材等の寄付の
受付窓口となり、既存の報償金以外の補助を
検討する必要がある。

684,500
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茨木市 通級指導教室環境整備事業

通級指導教室の新設・増設(２教室め)にともな
う環境整備
（新設校）R5春日小学校、三島小学校、玉櫛
小学校、福井小学校、大池小学校(増設)、東
小学校、水尾小学校、葦原小学校(増設)、郡
小学校、畑田小学校、西河原小学校、養精中
学校、東中学校、北中学校、東雲中学校、天
王中学校、西陵中学校、太田中学校
（対象者）市立小中学校の通常の学級に在籍
している障害のある児童生徒
（内容）障害に応じた特別の指導を行うための
備品及び教材等を購入する

通級指導教室を新設することで、通常の学級
に在籍している障害のある児童生徒が障害に
応じた特別の教育課程による指導を受けられ
る機会が増えた。

学びの場の見直しによって、通級による指導
を求める児童生徒が年々増加している。その
ため、より充実した通級による指導を実施して
いくことが必要である。
今後も、一人ひとりの教育的ニーズに応じた
適切な指導が実施できるように、新設校の設
置や必要な備品、教材の充実を進めていきた
い。

10,345,957

茨木市 スクールカウンセラーの設置

（ 対象校 ）茨木市立小学校全３２校
（派遣人数）５名（１名あたり６～７校担当）
（派遣回数）週４日勤務のため、各校およそ２
週に１回

児童や保護者へのカウンセリング体制は充実
してきているが、問題行動に対するアセスメン
トやコンサルティング等、校内の生徒指導体
制に位置付けられていないことが課題であ
る。

今後は、スクールカウンセラーの1日のカウン
セリングのコマ数を決めて、1コマ分をコンサ
ルティングや研修、相談内容の整理・共有に
活用し、各校の生徒指導体制に位置付けてい
くことをスクールカウンセラーと学校の双方に
働きかけていく必要がある。

16,760,187

茨木市
子どものための暴力から身を
守るワーク業務委託

市内小学校全３・４年生を対象に1クラス単位
で、90分「参加型ワークショップ」を実施し、子
どもたちが自分で身を守る方法を身につけ
る。

こどもたち自身が危険な状況に陥った時の問
題解決方法を考えることができた。また、どん
なことが、危険な状況なのかを知ることができ
た。

その後のふりかえり活動を行うことで、こども
のより深い学びにつながった。ワークだけでは
危機意識が薄くなるので、継続的に学ぶため
にこどもたちを見守る教員にも危機管理能力
を再認識できるように啓発していく。

3,380,000

茨木市 子どもの安全見守り隊交付金

登下校時等に校区内の巡視等を行うことによ
り、犯罪を抑止し、子どもの安全を守る。
地域、ＰＴＡ、学校が連携を深め、安全なまち
づくりを進める。
地域の子どもを見守る大人同士の連帯感と子
どもたちの安心感を作り出す。

防犯の観点においても、子どもや地域の安全
が守られた。また、地域や学校、PTAなどが連
携を深め、安全なまちづくりを推進することが
できた。

今後は、見守り隊の方がご高齢ということもあ
り、後継者不足が危惧されている地域もある
ことから、コミュニティースクールを通して積極
的な啓発を行っていく。

960,000

茨木市 こども医療費助成事業
18歳到達年度末までのこどもにかかる医療費
の一部を助成する。

こどもにかかる医療費の一部を助成すること
により、こどもの健全な育成に寄与し、児童の
福祉の増進を図ることができた。

市民のニーズも高いことから、今後も引き続
き、18歳到達年度末までのこどもにかかる医
療費の助成を実施していく。

1,582,743,025
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八尾市
子ども医療費助成事業（扶助
費）

本市在住の子どもに医療証を交付し、疾病・
負傷等により医療保険で受診した場合に、医
療費の一部を助成する。従来の助成対象に
加え、小学校から中学校卒業までの児童の入
院及び通院医療費についてを助成対象として
いたが、令和2年1月より、満18歳到達後最初
の3月末までに助成対象年齢を更に引き上げ
た。

子どもにかかる医療費の一部を助成すること
により、子どもの健全な育成に寄与し、もって
児童福祉の向上を図ることができた。

少子化対策および子育て支援策として重要な
役割を果たしており、事業継続のため財源確
保等を考慮していく。

1,130,382,047

泉佐野市 こども医療費助成事業

こども医療費助成制度において、通院医療費
について平成27年4月に就学前児童から小学
4年生年度末まで拡充し、平成28年4月より15
歳年齢到達年度末（中学3年生年度末）まで
対象年齢を引き上げた。さらに、令和4年10月
より18歳年度末まで対象年齢を拡充し、子育
て世帯の経済的負担のより一層の軽減を図
る。

通院費助成の拡充により、経済的負担を軽減
できる保護者がさらに増え、対象となる児童の
健全な育成に寄与し、より一層児童福祉の向
上を図ることができた。

今後も引き続き、子育て世帯の経済的負担の
軽減図るために、継続して本事業を行ってい
く。

83,213,954

富田林市 子ども医療費助成事業

本市の区域内に居住地を有する満18歳に達
した日以降の最初の３月末日までの子どもの
通院及び入院に係る医療費の一部を助成す
る。本交付金は中学生から満18歳に達した日
以降の最初の3月末日までの子どもの通院に
係る医療費の一部に活用する。

子どもに対し入院・通院医療費を助成すること
により、子どもの健全な育成に寄与し、もって
児童福祉の増進がなされた。今後も引き続
き、本事業を行っていく。

今後も引き続き、本事業を行っていく。 389,302,045
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寝屋川市 子ども医療費助成

子育て世帯等に対し医療費の一部を助成す
る
　対象者：高校生世代（18歳到達後の最初の
年度末）まで
　　ただし、次の各号に該当する者は、対象者
から除く
　・生活保護法により保護を受けている人
　・児童福祉法に基づく措置により医療費の支
給を受けている人
　・ひとり親医療費助成等、他の補助事業者
から医療費の支給が受けることができる者
　自己負担額：１医療機関あたり　入通院　各
500円/日上限（月２日限度）
　※１か月あたり負担限度額2,500円

子育て世帯等に対し医療費の一部を助成す
ることにより、経済的負担の軽減と子育て支
援施策の充実を図った。

今後も制度の安定したサービスの提供を行
う。

322,114,296円

寝屋川市
子どもへの暴力防止プログラ
ム

子どもが関わる暴力（いじめ、虐待、誘拐、性
的暴力等）を防止するための教育プログラム
を実践的に子どもに学ばせる機会を提供し、
子どもが主体的に暴力に対応できるようにな
ることを目的とします。

小学３年生を対象に実施していた低学年向け
プログラムと、６年生を対象に悪質化するいじ
めの防止に特化した「いじめ防止プログラム」
を実施することで、中学校進学に備えて、いじ
めに対する認識や危機意識を養った。

今後も教育プログラムの実施により、主体的
な児童の危機意識の醸成を図る。

3,297,000

寝屋川市 子ども食堂支援事業

家で１人で食事をとる、夜遅くまで１人で過ご
す子どもたちに食事の提供を通じて、放課後
等に気軽に立ち寄り、安心して過ごせる子ど
も食堂を開設し運営する団体に対して、子ども
食堂の開設経費や運営経費の一部を支援す
る。

以下の目標を達成することができた。
・子どもの居場所づくり
・地域で子どもを見守る環境の整備

子ども食堂の開設に当たって、子ども食堂を
実施している団体の視察や運営に際しての衛
生管理や安全対策等について、今後も引き続
き情報提供や相談に応じる。

2,177,034

寝屋川市
軽度・中度難聴児補聴器等交
付事業

寝屋川市内に居住する18歳未満（18歳に達す
る日以後の最初の３月31日までの間にある児
童）であって、障害者総合支援法第76条に基
づく補装具費の支給対象とならない軽度・中
度の難聴児を育てている家庭に対し、子育て
支援の一環として、軽度・中度難聴児補聴器
購入費等の一部を助成する。

18歳未満の難聴児を育てている家庭に対し
て、補聴器電池交換費用の一部を助成するこ
とにより、家庭の負担を軽減し福祉の増進を
図ることができた。

今後も引き続き本事業を実施する予定として
いる。

249,373
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寝屋川市
子ども用補聴器電池交換費用
助成事業

寝屋川市内に居住する18歳未満（18歳に達す
る日以後の最初の３月31日までの間にある児
童）であって、難聴と認められた全ての児童を
対象とし、子育て支援の一環として、子ども用
補聴器電池交換費用の一部を助成する。

18歳未満の難聴児を育てている家庭に対し
て、軽度・中度難聴児補聴器購入費等の一部
を助成することにより、家庭の負担を軽減し福
祉の増進を図ることができた。

今後も引き続き本事業を実施する予定として
いる。

56,101

寝屋川市 サポート手帳普及事業

乳幼児期から成人期に至るまで、医療、保
健、福祉、教育、就労等の関係機関におい
て、本人の支援内容等の情報が共有されるこ
とで、一貫してよりよい支援を受けるため、「サ
ポート手帳」を普及する。障害のある方の乳幼
児期以降のライフステージ毎の、医療、保健、
福祉、教育、就労等の本人の姿や支援内容
等の情報を一つの冊子にまとめたＡ４サイズ
のファイル「はちかづきノート」と、今の自分の
障害特性や配慮して欲しいこと等を簡潔に相
手に伝えられるための持ち運びできるＡ６サイ
ズのファイル「知って帳」の、２種類を配布、活
用。

障害者本人の支援内容等の情報が共有でき
ることで、関係機関の連携がスムーズにとれ、
必要な支援に迅速に繋げることができた。
障害年金等、各手続きに活用することができ
るため、保護者・支援者の負担が軽減した。

障害分野以外の関係機関への周知について
はまだ充足しているとは言えないため、検討
が必要。検討の場としては、自立支援協議会
内のサポート手帳活用委員会を活用する。

317,800
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河内長野市 子ども医療費助成事業

少子高齢化が進行し子どもを取り巻く医療環
境も大きく変化している中、子どもにかかる医
療費の一部を助成し子育て家庭の経済的負
担の軽減及び医療の確保を図っているが、さ
らなる福祉医療行政の充実、子育て世代への
支援を目的として、平成27年4月1日から通院
医療費の助成対象年齢を現行の12歳（小学6
年生）年度末から15歳（中学3年生）年度末ま
で拡充した。

乳幼児医療費助成において新子育て支援交
付金を活用することで、今後も乳幼児等の健
康の保持増進と経済的な負担の軽減を図るこ
とができた。

新型コロナに係る受診控えが終息するととも
に、子どもの数が減少することで、1人あたり
助成額が増えたと考えられる。乳幼児医療費
助成において新子育て支援交付金を活用す
ることで、今後も乳幼児等の健康の保持増進
と経済的な負担の軽減を図る。

283,716,436

松原市 子ども医療費助成事業

松原市内に居住する子ども（0歳～高校卒業
まで）に係る、医療保険各法による自己負担
相当額の一部を助成するもの。
本交付金は、平成26年度に拡充した小学生
通院医療費及び平成29年度に拡充した中学
生通院医療費助成、令和6年1月に拡充した
高校生入・通院医療費助成に活用する。

子どもの健全な育成に寄与し、児童福祉の向
上と子育て世帯の経済的負担の軽減を図っ
た。

今後も当該交付金を活用し、子どもの健全な
育成と子育て世帯の経済的負担軽減のため、
事業を継続していく。

327,237,808

大東市 子ども医療助成費

各種医療保険に加入されている高校卒業（満
18歳に達した日以降における最初の3月末
日、以下同じ）までの子どもを対象に保険適用
される医療費の自己負担（一部自己負担を除
いた分）の助成を行う。自己負担は1医療期間
あたり、入院・通院それぞれ1日につき５００円
まで（月2回限度）。入院時食事療養費用、処
方箋に基づく院外薬局での調剤については、
自己負担額はなし。また、助成対象者1人あた
りの負担限度額を1か月あたり２５００円とし、
超えて支払った医療費については、市への申
請に基づき償還払いを行う。 なお、当市では
令和5年4月1日から対象を満15歳→満18歳へ
拡充を行った。

対象となる子どもに対し、医療費の自己負担
額を助成することにより、子供の健やかな育
成と児童福祉の向上に貢献することができ
た。

引き続き子どもの健やかな育成と児童福祉の
向上のため、同制度を継続する必要がある。

509,456,893
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和泉市 こども医療費助成事業

安心して子どもを生み育てることができるよ
う、和泉市では大阪府が補助する乳幼児医療
費助成者に加え、平成29年7月診療分から
は、通院分を中学３年生まで拡充し、子どもを
抱える家庭へ医療費の一部を助成することに
より、子育て世帯の経済的負担を軽減する。
本交付金は、中学１年生から中学３年生の通
院部分に充当する。

医療費を助成することにより、その生活とこど
もの健全な育成を図ること
ができ、また、次世代を担う者の育成について
重大な役割を有する保護
者についても経済的負担を軽減することがで
きた。

事業効果が得られたことから、今後について
も引き続き子どもの健全な
育成と保護者の経済的負担を軽減するため
にこども医療費助成の充実
を図る。

124,181,555
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箕面市
教育・保育給付施設等運営費
補助事業

・支援が必要な児童の支援を実施する認定こ
ども園へ補助金を交付し、認定こども園での
支援教育体制及び受け入れ児童数を拡充す
る。

・認定こども園での支援教育人材を確保・育成
し、継続的に支援教育を行える体制を整え
た。
・支援教育を充実させることで３歳児からの集
団保育の選択肢を拡大することができた。

・今後も支援教育の人材確保・育成を行い、よ
り良い受入環境の確保に努める。

11,903,320

箕面市 私立幼稚園振興助成事業
・支援が必要な児童の支援を実施する私立幼
稚園へ補助金を交付し、私立幼稚園での支援
教育体制及び受け入れ児童数を拡充する。

・私立幼稚園での支援教育の人材を確保・育
成し、支援が必要な児童一人一人に継続的な
支援教育を行える体制を整備することで、３歳
児からの集団保育の可能性を拡充し、当該児
童の孤立防止につながった。

・今後も支援教育の人材確保・育成を行い、よ
り良い受入環境の確保に努める。

8,480,000

箕面市 発達支援事業「親子教室」

目的：発達上支援を要する児童と保護者に対
して、遊びの場を提供し、児童の経過観察及
び保護者への子育て相談や助言を行う。
実施方法：週3回実施（親子教室2回・相談業
務等1回）1クールを10回とする。
内容：対象児の発達段階に応じた、親子で楽
しめる遊びを企画。発達等の育児相談。

・発達上、何らかの要因による育てにくさを持
つ児童の発達課題に対する支援方法等を保
護者と共に考察した。
・育児不安の軽減を図り児童への理解が進む
よう援助した。
・対象児の発達段階に応じた小集団の遊びを
通して、児童の発達を促した。

・今後も関係機関連携の下、教室終了後の支
援の必要性やあり方の検討を行い、継続した
支援を行う。

1,548,061

箕面市 子どもの医療費助成事業

・箕面市内に居住する児童に対し、医療費の
一部を助成することにより、子どもたちの健全
な育成に寄与するとともに子育てを支援し、児
童福祉全般の向上を図ることを目的とする。

・医療費の一部を助成することにより、子ども
たちの健全な育成に寄与するとともに子育て
を支援し、児童福祉全般の向上を図るための
一助とすることができた。

・助成額の予測が困難であることが課題では
あるが、病気の流行、過去の実績を加味して
予測するとともに、正確な助成に努める。

711,474,464
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柏原市 こども医療費助成事業

こども医療費助成事業として、平成26年10月
から小学生までの通院分を拡充し、平成28年
10月から中学生までの通院分を拡充してい
る。また、令和2年10月から18歳年齢到達年
度末まで拡充している。小学生から中学生ま
での通院分及び18歳までの入通院分の拡充
に活用する。

・小学生通院　 42,033件
・中学生通院　 17,867件
・18歳年齢到達年度末までの入通院  14,402
件

・1人あたり助成額　2,062円

今後も、子育て世帯に対して経済的に安定し
た生活を構築し、健全な児童育成の環境をつ
くる。

249,487,749

羽曳野市 子ども医療費助成事業

　羽曳野市に居住地を有する、18歳到達年度
末までの児童（大阪府の乳幼児医療費助成
事業費補助金対象部分を除く。）の、医療保険
が適用される医療費および食事療養費の一
部を助成（所得制限なし）一つの医療機関・訪
問看護ステーション当たり入通院１日500円以
内(負担日数月２日まで)／院外調剤負担なし
／治療用装具負担なし／複数の医療機関を
受診した場合の月額上限額2,500円／入院時
食事療養費助成

　児童の医療費負担について、公費による助
成を実施することにより、児童を抱える保護者
の精神的及び経済的な負担を軽減する一因
となった。また、罹患の際の受診を促し、児童
の健全な育成と福祉の向上に貢献することが
できた。

　子育て家庭の経済的負担を軽減するため、
医療費の一部を助成することにより疾患の早
期発見や早期治療という点で、極めて重要な
役割を果たしており、今後も継続していく必要
があると考えている。

420,444,764

門真市 こども医療費助成事業

　こどもの健全な育成に寄与し、児童福祉の
向上を図るため、児童の入通院にかかる医療
費の一部自己負担額を控除した額を助成す
る。
　本交付金は、平成29年10月より実施した拡
充分に充当する。
　　　　　　　　　＜対象児童＞
通院・入院とも18歳年度末までの児童
平成29年10月より
通院：小学校6年生年度末から18歳年度末ま
で
入院：中学校3年生年度末から18歳年度末ま
で
それぞれ拡充
　　　　　　　　＜一部自己負担額＞
1医療機関あたり1日最大500円、月2回を限度
として負担。
1人当たりの負担合計額が月2,500円を超えた
場合は、申請に基づき超えた額を償還。

　こどもに係る医療費の一部を助成することに
より、必要とする医療を適切に受け、健康の保
持増進を図ることにより、子育て世帯の経済
的負担の軽減につながった。

引き続き対象者及び助成内容を維持する。 364,162,455
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摂津市 子ども医療費助成事業
子どもの医療費の一部を助成することにより、
子どもの健全な育成に寄与し、児童福祉の増
進を図る。

子どもの医療費助成事業を実施することで、
保護者の経済的負担を軽減するとともに、安
心して子育てができる環境づくりを推進してい
くことができる。

引き続き、円滑な給付を実施していく。 419,914,808

高石市 こども医療費助成事業

こどもの疾病又は負傷について、医療保険各
法の規定による保険給付が行われた場合、そ
の療養費に要する費用のうち、対象者が本来
負担すべき額から一部自己負担額を控除した
額を助成している。

こどもを抱える家族の精神的及び経済的な負
担を軽減して、こどもの健やかな育成に寄与
している。

今後も新子育て支援交付金を活用し、こども
を抱える家族の精神的及び経済的な負担を
軽減して、こどもの健全な育成に寄与する。

275,078,400

藤井寺市 子どもの医療費一部助成事業

　本市の区域内に居住地を有する18歳到達
年度末までの子どもを対象に、入・通院時の
保険適用診療に係る自己負担額の一部及び
入院時食事療養費標準負担額の全額を助
成。本交付金は、12歳到達年度末から18歳到
達年度末までの子どもに対する助成に充当す
る。

　子どもを抱える家庭に対し、医療費の一部を
助成することにより、必要とする医療を容易に
受けることが出来るようにし、また保護者の経
済的負担を軽減することにより、子どもの健全
な育成と福祉の増進を図ることができた。

　今後も引き続き、子どもの健全な育成と福祉
の増進を図ることができるよう継続して事業を
実施していく。

262,492,488

東大阪市 子ども医療費助成事業

子どもが医療機関などで受診したときに支払
う保険診療の自己負担額の一部を助成するも
の。

本交付金は、中学校卒業後から18歳年度末
までの子どもの入院と通院にかかる医療費に
充当するものとする。

子どもにかかる医療費の自己負担額の一部
を助成することにより、子どもを抱える家庭の
精神的、経済的負担の軽減が図られ、児童福
祉の向上、子どもの健全な育成に寄与するこ
とができた。

引き続き子どもの健全な育成及び福祉の向上
を図るため、今後も継続的に事業を実施して
いくことが必要であるが、多額の財源の確保
が課題である。

314,151,031

泉南市 子ども医療費助成事業

子どもに係る医療費の一部を助成することに
より、子どもの健全な育成に寄与し、児童福祉
の向上を図る。本交付金は平成26年4月より
小4～中3（入院）、平成27年4月より小1～小4
（通院）、平成29年4月より小5～中3（通院）、
令和5年4月より高3（入通院）の拡充部分に充
てるものとする。

子どもの医療費の一部を負担することにより、
家庭の経済的負担を軽減し、子どもの適正な
医療の確保と福祉の増進に寄与することがで
きた。

引き続き事業を行う。 191,119,558
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四條畷市 子ども医療費助成制度の拡充
令和５年４月診療分（入院・通院）から、子ども
医療費助成制度の対象児童を中学３年生か
ら１８歳年度末までに拡充した。

子どもたちの健やかな育ちを支援するため、
子ども医療費助成制度の拡充を実施すること
で児童の医療機関受診による疾病の早期治
療を図った。

次年度以降も継続して事業を実施する。 220,652,011

交野市 こども医療費等助成（通院分）

現在、18歳まで入通院の一部助成を行ってい
る。
拡充の経過としては、通院を就学前、入院を
小学校修了までとしていた対象を平成26年7
月から通院を小学校3年生までに拡充し、平
成27年7月から入通院を中学校修了まで拡充
した。令和4年10月診療分より対象年齢を18
歳まで拡充した。
本交付金は、小学校1年生から18歳の通院の
一部助成部分に活用する。

医療費助成の拡充を行い、子どもの健康と健
やかな育成、また子どもを抱える家庭の経済
的負担の軽減を図ることができた。

今後も引き続き、子どもの健康の保持増進と
経済的な負担軽減を図る。

369,425,066

大阪狭山市 子ども医療対策事業

大阪狭山市に居住する満18歳に達する日以
後の最初の3月31日までの子どもに医療証を
交付する。医療機関等において、健康保険証
及び医療証を提示し、診療等を受けた場合、
自己負担額の一部を助成する。

大阪狭山市に居住する子どもの保護者に対
し、医療費の一部を助成することにより、子ど
もの健全な育成を図った。

今後も事業の継続に努め、子どもの健全な育
成を図っていく。

308,961,291

阪南市 子ども医療費助成事業

中学校卒業年度末までの子どもに係る入院
時食事療養費の全額助成及び入院療養並び
に、通院医療費の一部を助成する。本交付金
は小学生～中学生卒業年度末１５歳（通院）
に充当するものとする。

子育て支援や少子化対策の一環として子ども
に係る入通院医療費の一部を助成することに
よって、子どもの健全育成を図ることができ
た。

今後においても、医療費助成をすることで子
育て世帯の医療費の負担を軽減し、容易に医
療を受けやすくすることで、子どもの健全育成
を図っていく。

135,555,689

島本町 子ども医療費助成事業

子どもの医療費の助成を行う。
　・０歳～中学校卒業まで　＝　通院費・入院
費を助成（子ども医療証を発行）
※所得制限なし
※入院時食事療養費も助成対象とする。

子どもの健康保持増進及び子育て支援の充
実が図れた。

令和６年度も継続実施 140,992,663
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豊能町 子どもの読書活動推進事業

子どもたちの自主的な読書活動を推進するた
めに、読書推進協力員のもと、子どもたちが
自分の好きな本を紹介する本のPOP（ポップ）
を作成する事業を展開する。町立図書館と連
携し、①各学校で実施する取り組みを町全体
へ発信するとともに、②本の魅力、読書の楽し
さ・素晴らしさを実感できる機会を各学校で提
供する。

子どもたちによる自主的な読書活動を促すこ
とができた。これにより、読書から様々なことを
学び取る喜びや楽しみを子どもたちに実感さ
せることができた。また町立図書館と連携し、
学校による読書推進活動を町立図書館で発
信することで、地域の方に学校の取り組みを
知らせることが可能となるとともに、町立図書
館の活用促進、本が身近にある環境であるこ
との再認識を図ることができた。

家庭では、スマホ、タブレットやテレビ等を長
時間使用している子どもが多いことは調査で
判明しており、読書を家庭でほとんどしない子
どもがいると考えられる。今後は、各種広報や
PTA等の会議において、家庭での読書の必要
性等を周知していく。

131,406

豊能町
留守家庭児童育成室児童安
全送迎事業

留守家庭児童育成室は、町内4小学校のう
ち、3校に設置している。未設置校の児童は約
3㎞離れた別の小学校の育成室に児童のみで
移動していたが、保護者から交通安全・防犯
対策の要望があり、児童が移動する際の安全
を確保するため実施する。

児童を安全に車両で送迎することにより、保
護者が安心して児童を留守家庭児童育成室
に預けられるよう環境を充実させた。

児童を送迎することにより、保護者が留守家
庭児童育成室に預けやすくなり、就労支援に
繋がったと考えられるため、今後も継続する。

711,942

豊能町
放課後児童クラブ地域連携充
実事業

留守家庭児童育成室で過ごす児童のために、
小学校の余裕教室を活用して、適切な生活や
遊びの場を確保する。地域の方々の参画・協
力を得て、学習活動やスポーツ等、さまざまな
交流活動を実施する。

小学校内で隣合った教室を活用することで、
育成室の児童が放課後子ども教室に参加し
やすく、多様な学習・体験活動、交流が行え
る。また、プログラムの充実を図るなかで地域
の人材を活用することで地域の方との交流が
促進された。

小学校の空き教室を利用することで「放課後
子ども教室」との事業連携交流が深まった。今
後も一層の見守り体制や活動の一層の連携、
活動内容の一層の充実を図るよう検討も必要
と考える。

1,196,773

豊能町 子ども医療費助成事業

乳幼児等の健康の保持・増進と乳幼児等を養
育する者の経済的な負担軽減を図るため、満
18歳に達した日以降における最初の3月末日
を経過するまでの者の通院・入院に係る医療
費の一部助成を行う。

子どもを養育するものに対し、医療費の一部
を助成することで、子どもの健全な育成に寄
与し、児童福祉の向上を図ることができた。

子どもの健全な育成に寄与し、児童福祉の向
上を図るため、今後も継続する。

31,486,501

豊能町
ユーベルホール生命（いのち）
の安全教育推進事業

子どもたちが性暴力の加害者、被害者、傍観
者にならないことを目的とした「生命（いのち）
の安全教育」を推進していく演劇ワークショッ
プを開催し、子どもたちに対する安全教育だけ
でなく、子どもたちを取り巻く大人も子どもに対
して絶対にしてはいけないことを演劇を通じて
一緒に考えていけるよう取り組みを行う。

「生命（いのち）の安全教育」をテーマにした物
語を起点にし、自分たちで物語を展開し自分
たちで演じるという実践は、人生において自分
で考え、その考えが現実のものになるという、
自律性と自己決定を心身で体験することがで
きた。

哲学的なテーマで子どもたちには少し難しい
内容ではあったが、生命（いのち）の大切さへ
の理解を深められるよう適宜取り組んでいき
たい。

255,890
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能勢町 子ども医療費助成

　子どもの健全な育成に寄与し、児童福祉の
向上を図ることを目的として、医療費の一部を
助成する。
〇対象：入院、通院ともに１８歳到達後の最初
の年度末まで。保護者の所得制限なし。
〇助成内容：医療費の自己負担額から一部
自己負担額を控除した額を助成。

　子育て家庭の医療費に対する経済的な負担
軽減を図った。
　令和5年度末子ども医療対象者数718人、
14,857千円あまりの医療費を助成した。

令和6年度以降も引き続き事業を実施する。 15,484,227

忠岡町 子ども医療費助成事業

子育てにかかる経済的負担の軽減および乳
幼児保育の向上のため、乳幼児医療費の一
部を助成する。（医療費助成の対象年齢を令
和４年10月診療分より18歳到達年度末までに
拡充。入院時食事療養費に関しても助成対
象）

乳幼児等の属する世帯に対し、医療費の一部
を助成することで保健の向上に寄与するととも
に、児童福祉の増進を図った。

未取得者が一定数いることが想定されるた
め、継続的な制度の周知に努める。

60,184,761

熊取町
子ども医療費助成事業（乳幼
児医療の拡充）

中学3年生までの入院（食事療養費含む）及び
通院医療費の一部負担額の保険適用分につ
いて、1医療機関等あたり500円（500円未満は
その額）を月2日までの負担となるよう、また、
1ヶ月の支払額の合計が、2,500円を超えない
よう助成する。
なお、令和4年10月診療分より、対象者を中学
3年生までから18歳到達年度末までに拡充。

子どもに係る医療費及び食事療養費の一部
を助成することにより、子どもを持つ家庭の精
神的、経済的負担の軽減を図り、子どもの健
全な育成に寄与した。

各実績数値（本交付金対象分のみ）
対象者：2,158人
年間延対象者数：25,898人
年間受診件数：29,864件

（今後の対応）
次年度以降も引き続き適正に助成事業を執
行していく。

133,081,252

田尻町 こども医療費助成事業

18歳到達年度末までの児童の医療費（大阪
府の乳幼児医療費助成事業費補助金対象部
分を除く。）について、助成する。

[一部自己負担額]
通院：１回500円（同一院同一月上限2回）
入院：1,000円/月

こどもに係る医療費の一部を助成することに
より、こどもの健全な育成が確立され、児童福
祉の向上を図ることができた。
また、平成29年4月1日から、入院時食事療養
費に係る助成対象者について、障害者医療費
制度又はひとり親家庭医療制度の対象となる
18歳到達年度末までの児童も含むよう拡充し
た。

今後も、対象児童への医療証普及率100％を
目指し、更なる児童福祉の向上に努める。

29,851,705
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岬町 子ども医療費助成事業
子育て支援施策の一環として、子ども医療費
助成の拡充を行う。

子どもに係る医療費の一部を助成することに
より、子育て家庭の生活の安定及び子どもの
健全な育成と子育て支援施策の向上が図ら
れた。

子どもの健康保持増進と経済的な負担軽減を
図るため、今後も同様の方針のもと、事業を
継続する。

26,516,689

太子町
子ども医療費助成事業及び入
院時食事療養費助成事業

太子町内に居住する0歳～18歳年度末までの
子どもに対し医療証を交付し、通院・入院医療
費（保険医療費）の自己負担額の一部を助成
する。また、入院時の食事療養費を助成す
る。

子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもの
健康保持を図ることができた。

今後も引き続き子育て世帯の経済的負担の
軽減と子どもの健康保持を図るため、継続し
て実施していく。

49,111,728

河南町 第２子以降保育料無償事業

国基準の多子世帯保育料負担軽減措置を受
けた者以外で、所得・年齢制限を設けず多子
世帯に該当する第２子以降の幼稚園・保育
園・こども園の保育料を無償とする。

児童を２人以上養育している世帯の第２子以
降の保育園・こども園の保育料を負担すること
によって、多子世帯を応援し、経済的負担の
軽減を図ることで、安心して子どもを生み、育
てる環境づくりに資することができた。

今後も負担軽減を図ることにより、多子世帯
が子育てしやすいまちづくりに努めていく。

17,700,020

千早赤阪村 子ども医療費助成事業

子どもを抱える家庭の精神的、経済的な負担
の軽減及び医療の確保を行うことを目的とし、
千早赤阪村区域内に居住する0歳から高校3
年生(18歳に達する日以後最初に迎える3月
31日)までの健康保険に加入している子どもに
対し、医療費の一部及び入院時食事療養費を
助成する。
〇助成内容
　通院及び入院(食事療養費含む)にかかった
医療費(保険診療に限る)を助成する。ただし、
1医療機関ごとに、入院・通院とも1日各500円
を限度に1ヶ月2日までの自己負担を要する。
　同一月に支払った一部負担額の合算額の
合計が2,500円を超える場合は、2,500円を超
える額を助成する。

対象となる子どもが、必要な時に必要な医療
を受けることにより、疾病の治療および早期回
復を図ることができ、また、対象者およびその
家族の身体的、精神的負担を軽減し、健全な
生活を確保する上で効果がある。

今後も引き続き事業を実施していく。 10,016,587


